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2022 年 4 月 11 日 

「ＤＸ認定事業者」の認定取得について 

～中四国の地域金融機関で初の認定～ 

 山陰合同銀行は、経済産業省が定めるＤＸ※1（デジタルトランスフォーメーション）認定制度に基づ

く「ＤＸ認定事業者」に認定されましたので、お知らせします。 

 

１. ＤＸ認定制度 

 本制度は、我が国の企業のデジタル面での経営改革を後押しすることを目的として、2020 年に国が

創設した制度です※2。「ＤＸ推進の準備が整っている※3」と認められた企業が、この認定制度により経

済産業省から認定を受けることができます。 

当行では、2021年度からの中期経営計画において本格的にＤＸ推進に取り組んでおり、今般、経営ビ

ジョン・ビジネスモデル・戦略・組織・ＩＴシステム等、多くの分野で本制度の基準を満たしているこ

とが認められ、中四国地方の地域金融機関で初となる認定を取得することができました。 

２．当行の取り組み 

 当行では、ＤＸとはＩＴを活用することで全てをより良くしていくものであると考え、ＤＸ推進によ

り、当行自身の構造改革を加速するとともに、地域のお客様の満足度を高めていくことに努めています。

そのために、銀行本部の機構改革を実施し、専門部署を立ち上げるとともに、データやクラウドの利活

用についての専門的な知識を有するデジタル人材育成を行っています。スマホアプリや WEB取引ですべ

ての個人取引の非対面化を可能にするほか、事業支援や営業活動のあらゆるシーンをデジタルでサポー

トするコンサルティングや、野村證券のノウハウと銀行データを融合させた他では提供できない金融体

験の実現等により、お客様の利便性向上と付加価値の高いサービスの提供を目指してまいります。 

 

※1 DX：デジタルトランスフォーメーション。 

     企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、 

     顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、 

     業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること 

     （経済産業省による定義） 

※2 「情報処理の促進に関する法律」に基づきます。 

※3 具体的には、経営者自身のリーダーシップの下で、ＤＸにより自社をどのように変革させるかの方向性や、 

  その実現に向けた具体的な戦略が立てられ、戦略の推進状況の管理も行える、といった準備ができていること、等。 
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